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○ コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示（内水面
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規 
 

則 

 
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 
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埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
七
十
六 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
埼
玉
県
人
事

委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 

二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 

三 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び
そ

の
内
容 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
は
、
千
人
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
す
る
。 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、

給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の

（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
含
む
。
） 

 
 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 



 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶

養
者
又
は
遺
族 

 
二 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
五
条 

人
事
委
員
会
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
七
条 

人
事
委
員
会
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開

示
請
求
書
を
人
事
委
員
会
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情

報
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
八
条 

人
事
委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示

の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
九
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
人
事
委
員
会
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図

画
の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ



て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 

 
二 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用

紙
に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真

フ
ィ
ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

 

三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
が

適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
十
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限

る
。
）
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

人
事
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
人

事
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
人
事
委
員
会
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
一
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に



つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」

と
、
第
七
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
二
条 
人
事
委
員
会
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
長

等
と
し
て
の
事
務
の
う
ち
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
が
保
有
し

て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務

（
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
を
委
任
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
等
に
係
る
書
面
の
提
出
先
） 

第
十
三
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
の
提
出
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に

関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
に
定
め
る
例
に
よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

五 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

 

十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 



 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 

 
十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 
二
十 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

二
十
一 

法
第
九
十
七
条
の
書
面 

 

二
十
二 
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
三 

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
三
月 

 

二
十
九
日
人
事
委
員
会
規
則
一
―
五
〇
）
は
、
廃
止
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
コ
ト
コ
ス
ク
エ
ア 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

橋
本
勝 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
大
山
一
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
旧
東
栄
ビ
ル 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ト
コ
ト
コ
ス
ク
エ
ア 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ニ
メ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

阪
下
實 

 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
二
番
一
号 

外
未
定
四
十
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
ニ
メ
イ
ト 

代
表
取
締
役 

髙
橋
竜 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
二
番
一
号 

外 

計
十
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
コ
ト
コ
ス
ク
エ
ア 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
八
十
六
番
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
七
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
二
六
台 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

二
〇
五
立
法
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

二
四
五
立
法
メ
ー
ト
ル 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
所
沢
駅
西
口
開
発
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
住
吉
六
百
三
十
七
番
二
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

喜
多
村
樹
美
男 

 
 

 
 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

 
 

 
 

住
友
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

兵
頭
誠
之 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

三
万
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
五
〇
五
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
一
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
一
二
七
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
二
三
・
六
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 



 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

未
定
（
食
料
品
等
） 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
一
時 

 
 

 
 

未
定
（
食
料
品
・
生
活
雑
貨
等
） 

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 
八
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号 

 
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許

可
番
号 

 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
）
の
取
消
し 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
六
号
に
よ
り
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
旨
の
公

告
を
行
っ
た
が
、
公
告
後
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
く
、
こ
の
こ
と
は
法
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。 

株
式
会
社
三
剛

建
設 

株
式
会
社
宏
心

造
園
土
木 

有
限
会
社
豊
栄

工
業 

有
限
会
社
創
電

舎 商
号
又
は
名
称 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
二
丁

目
五
番
二
十
三
号
八
〇
五

号 埼
玉
県
所
沢
市
北
岩
岡
二

十
六
番
地
七 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
木
野

目
千
二
百
十
三
番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
針
ヶ
谷
三
丁
目
二
番
七

号 主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

松 

江 

茂 

雄 

北 

村 

宏 

明 

吉 

田 
 

 

豊 

田 

口 

英 

樹 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
―
三
〇
） 

第
六
七
四
四
三
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
―
三
〇
） 

第
六
九
九
八
〇
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
―
三
〇
） 

第
五
八
七
九
二
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

（
般
―
三
○
） 

第
六
二
九
八
一
号 

許
可
番
号 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

作
業
種
類 

 
 

基
本
測
量
（
国
土
広
域
情
報
修
正
） 

二 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
全
域 

三 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
公
共
基
準
点
復
旧
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域
の
一
部
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
公
共
基
準
点
復
旧
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域
の
一
部
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
庁
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

デ
ジ
タ
ル
庁 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
次
元
都
市
モ
デ
ル
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

戸
田
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
東
日
本
総
合
計
画
株
式
会
社
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

東
日
本
総
合
計
画
株
式
会
社 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
・
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

富
士
見
市
北
別
所
地
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
三
月
十
三
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
久
喜
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十

八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十

八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
三
月
八
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
鶴
ヶ
島
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
三
月
十
日
終
了
し
た

旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
東
松
山
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号 

 
令
和
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
三
月
三
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
芳
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

 
 

さ
き
た
ま
古
墳
公
園 

二 

位
置 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
佐
間
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 



  

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号 

 
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
緑
地
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

春
日
部
夢
の
森
公
園 

二 

位
置 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
字
下
大
増
新
田
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 



  



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧
新
別 

川
越
市
大
字
小
堤
字
春
日
山
辺 

 
 

一
五
番
七
地
先
か
ら
同
市
大
字
小

堤
字
春
日
山
辺
一
五
番
七
地
先
ま

で 

区 
 

 

間 

一
〇
・
九
六
～ 

一
〇
・
九
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
四
・
〇
五 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

交
差
点
改
良
事
業
に
よ
る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

 



  

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
小
川
町
大
字
勝
呂
字
片
瀬

八
六
二
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
木
呂
子
字
萬
所
一

一
九
番
七
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
四
年
五
月
十
七
日
付
け
埼

玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
七
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始

で
あ
る
。
延
長
一
六
〇
・
六
四

メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

二
百
五
十
四
号 

比
企
郡
小
川
町
大
字
勝
呂
字
片
瀬
八
六
二
番
一
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
郡
同
町
大
字
木
呂
子
字
萬
所
一
一
九
番
七
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

本
田
小
川
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

比
企
郡
小
川
町
大
字
下
横
田
字
経

塚
八
〇
七
番
地
三
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
下
横
田
字
経
塚
八

〇
四
番
地
三
地
先
ま
で 

区 
 

間 

二
二
・
一
一
～
三
四
・
〇
三 

三
一
・
五
〇
～
三
四
・
〇
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
一
・
七
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
事
業
に
よ
る
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

 



  

県
道
本
田
小
川
線 

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
小
川
町
大
字
上
横
田
字
上

片
瀬
一
九
一
八
番
地
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
下
横
田
字
経
塚
八

二
八
番
地
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
午
前
十
時 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二

日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
三
四
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一

部
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一

〇
二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

 



  

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
小
川
町
大
字
下
横
田
字
犬

切
七
九
五
番
二
八
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
下
横
田
字
山
田
六

七
六
番
三
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
午
前
十
時 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二

日
付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整

備
事
務
所
長
告
示
第
三
六
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
全

部
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一

三
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

二
百
五
十
四
号 

比
企
郡
小
川
町
大
字
下
横
田
字
犬
切
七
九
五
番
二
八
地
先
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
郡
同
町
大
字
下
横
田
字
山
田
六
七
六
番
三
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

熊
谷
小
川
秩
父
線 

比
企
郡
小
川
町
大
字
高
谷
一
三
八
六
番
四
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
郡
同
町
大
字
小
川
四
五
〇
番
四
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

深
谷
東
松
山
線 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
二
六
六
二
番
一
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
松
山
市
大
字
上
野
本
一
三
三
番
二
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

と
き
が
わ
坂
戸
線 

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
一
四
三
一
番
三
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
郡
同
町
大
字
玉
川
一
六
一
四
番
一
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

小
川
町
停
車
場
線 

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
三
三
番
一
〇
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
郡
同
町
大
字
小
川
一
〇
〇
番
一
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

多 

田 

邦 

彦 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

菅
谷
寄
居
線 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
五
五
四
番
一
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
郡
小
川
町
大
字
中
爪
二
六
三
番
一
地
先
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告 
 

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

 
 

 
 

幸 

二 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

熊
谷
小
川
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

秩
父
市
定
峰
字
久
保
田
五
九
四
番
二
地

先
か
ら
同
市
定
峰
字
久
保
田
五
九
四
番

二
地
先
ま
で 区 

 
 

 

間 

一
一
・
一
〇
～
一
五
・
六
二 

八
・
七
五
～
一
二
・
七
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
七
・
二
五 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

 
 

 

幸 

二 
 

 
 

 
 

 



 
熊
谷
小
川
秩
父
線 

路 
 

線 
 

名 

秩
父
市
定
峰
字
久
保
田
五
九
四
番
二
地
先

か
ら
同
市
定
峰
字
久
保
田
五
九
四
番
二
地

先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
三
月
二
十
八

日
付
け
埼
玉
県
秩
父
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
五
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開

始
で
あ
る
。 

延
長
六
七
・
二
五
メ
ー

ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

辻󠄀 
 

 

幸 

二 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

二
百
九
十
九
号 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
三
山
字
納
宮
二
四
七
三
番

一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
三
山
字
軍
平
二
二
四

九
番
五
地
先
ま
で 区 

 
 

 

間 

一
〇
・
〇
〇 

～
二
七
・
五
六 

一
〇
・
〇
〇 

～
二
五
・
二
九 

敷
地
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル)

 

五
六
〇
・
〇
〇 

延 
 

 

長 

(

メ
ー
ト
ル)

 

令
和
三
年
九
月
三
日
付
け

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
九
号
の
道

路
予
定
区
域
の
一
部
変
更

で
あ
る
。 備 

 

考 



告 
 

示 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

 
 

 

幸 

二 
 

 
 

 



 

一
般
国
道
二
百
九
十
九
号 

路 
 

線 
 

名 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
三
山
字
納
宮
二
三
七
八

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
三
山
字
納
宮
二

三
八
五
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
三
月
二
十
八

日
付
け
埼
玉
県
秩
父
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
七
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供

用
開
始
で
あ
る
。
延
長

五
九
・
八
九
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

     



  
長
瀞
児
玉
線 

路 
 

線 
 

名 

本
庄
市
児
玉
町
小
平
字
椚
林
一
〇
七
四
番

五
地
先
か
ら
同
市
児
玉
町
小
平
字
下
河
原

九
〇
一
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
三
十
年
十
月
九
日
付
け
埼
玉

県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
三
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長

三
二
八
・
二
三
メ
ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

百
四
十
号 

 

深
谷
市
田
中
字
新
堀
六
三
七
番
地
先
か
ら
同
市
黒
田
字
下
南
原 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
四
二
番
一
地
先
ま
で 

 
 

県
道 

 
 

 

熊
谷
羽
生
線 

 

熊
谷
市
筑
波
一
丁
目
一
一
二
番
地
先
か
ら
同
市
末
広
一
丁
目
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
番
一
地
先
ま
で 

 
 

同 
 

 
 

 

赤
浜
小
川
線 

 

大
里
郡
寄
居
町
牟
礼
字
蔵
屋
敷
一
◯
二
四
番
五
地
先
か
ら
同
郡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
町
牟
礼
字
東
一
〇
五
二
番
一
地
先
ま
で 

 
 

同 
 

 
 

菅
谷
寄
居
線 

 

大
里
郡
寄
居
町
牟
礼
字
中
道
一
五
二
三
番
二
地
先
か
ら
深
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

荒
川
字
天
神
二
三
◯
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  



 

針
ヶ
谷
岡
線 

路
線
名 

深
谷
市
山
河
字
宅
地
町
六
二
五
番
二
地
先
か
ら 

同
市
山
河
字
光
寂
庵
九
七
二
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
付
け
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
八
八
・
二
三
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 

午
前
十
一
時
三
十
分 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
四
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
和
光

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

   

和
光
市
南
地
域
セ
ン

タ
ー 

和
光
市
向
山
地
域
セ

ン
タ
ー 

和
光
市
白
子
吹
上
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
和
光
市
南
一
丁
目 

八
番
四
十
七
号 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
一
丁
目 

三
十
三
番
二
十
号 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
三
丁
目 

八
番
二
十
一
号 

所

在

地 

和
光
市
長 

和
光
市
長 

和
光
市
長 

管

理

者 

六
十
五
人 

八
十
人 

百
人 

収

容

人

員 



告 
 

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
五
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 令

和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
埼
玉
県
選
挙

管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で
定 

 

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 

二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 

三 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び
そ
の
内

容 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
は
、
千
人
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
す
る
。 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、

給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含

む
。
） 

 
 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 



 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 

 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶

養
者
又
は
遺
族 

 

二 
条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ

か
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開
示
請

求
書
を
委
員
会
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
八
条 

委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規

定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示
の
実

施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
九
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
委
員
会
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図
画
の

開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 



 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 

 
二 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用
紙

に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真
フ
ィ

ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

 

三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
委
員
会
が
適
当

と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
十
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
次
に

掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）

の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
委

員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
委
員
会
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
一
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に



つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」

と
、
第
七
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
二
条 
委
員
会
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
長
等
と

し
て
の
事
務
の
う
ち
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務
（
令
第
二

十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
を
委
任
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
等
に
係
る
書
面
の
提
出
先
） 

第
十
三
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
の
提
出
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に

関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
に
定
め
る
例
に
よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

五 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

 

十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 



 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 

 

十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 
二
十 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

二
十
一 

法
第
九
十
七
条
の
書
面 

 

二
十
二 
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
三 

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年 

 

 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
六
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

病
院 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

医
療
生
協
さ
い
た
ま
生
活
協
同
組
合 

介
護
老
人
保
健
施
設 

さ
ん
と
め 

社
会
福
祉
法
人
光
彩
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

み
ち
み
ち
大
宮 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
中
富
千
六
百
十

七
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
植
竹
町
二

丁
目
六
十
九
番
地
七 

所 
 

在 
 

地 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
七
号 

 
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
か
ら
、
次
の
と
お
り
名
称
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

  

旧 新 旧 新 

 

社
会
福
祉
法
人
川
口
長
生
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

と
わ
の
郷 

社
会
福
祉
法
人
ひ
ふ
み
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

と
わ
の
郷 

社
会
福
祉
法
人
川
口
長
生
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

さ
ざ
ん
か
の
郷 

社
会
福
祉
法
人
ひ
ふ
み
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

さ
ざ
ん
か
の
郷 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
赤
山
七
十
六
番
地
の

一 埼
玉
県
川
口
市
大
字
新
井
宿
八
百
二
十
四

番
地 

所 
 

在 
 

地 



 

告 
 

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
五
号 

 
埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

山 
 

 

彰 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

川 

真
一
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

新 

井 
 

 

豪 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
監
査
委
員
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 

二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 

三 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び
そ
の
内 

 
 

容 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
は
、
千
人
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
） 

 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
に
掲
げ 

 

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
す
る
。 

 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人

事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る

も
の
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ

ァ
イ
ル
を
含
む
。
） 



 
 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 

 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶

養
者
又
は
遺
族 

 

二 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
五
条 

監
査
委
員
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の

ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
七
条 

監
査
委
員
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開
示

請
求
書
を
監
査
委
員
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
八
条 

監
査
委
員
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項
に

規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示
の

実
施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
九
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
監
査
委
員
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図
画



の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 

二 
文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用
紙

に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真
フ
ィ

ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
査
委
員
が
適

当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
十
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
監
査
委
員
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）

の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

監
査
委
員
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
監
査
委
員
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
監

査
委
員
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
監
査
委
員
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
一
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す



る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に

つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」

と
、
第
七
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

監
査
委
員
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
長
等

と
し
て
の
事
務
の
う
ち
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
委
員
が
保
有
し
て
い

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務
（
令

第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
を
委
任
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
等
に
係
る
書
面
の
提
出
先
） 

第
十
三
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
の
提
出
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に

関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
に
定
め
る
例
に
よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

五 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 
 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

 

 

十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

 

十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

 

 

十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 



 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 

 

 
十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

二
十 
法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

 

二
十
一 
法
第
九
十
七
条
の
書
面 

 

 

二
十
二 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

 

 

二
十
三 

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 

 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

監
査
委
員
告
示
第
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

青 

木 

孝 

明 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
定
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令

和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
労
働
委
員
会

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知
） 

第
二
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
開
始
の
予
定
年
月
日 

 

二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由 

 

三 

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
法
令
の
名
称
、
条
項
及
び
そ
の
内

容 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
通
知
に
係
る
同
項
第
十
一
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
の
予
定
年
月
日
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
九
号
の
規
則
等
で
定
め
る
数
は
、
千
人
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
等
で
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
と
す
る
。 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、

給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
採
用
又
は
選
定
の
た
め
の
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含

む
。
） 

 
 

イ 

当
該
機
関
以
外
の
行
政
機
関
等
の
職
員 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者 

 
 

ハ 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
被
扶



養
者
又
は
遺
族 

 

二 

条
例
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
及
び
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
併

せ
て
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚

生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の 

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
記
載
す
る
事
項
） 

第
五
条 

労
働
委
員
会
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
理
人
が
開
示
請
求
す
る
場
合
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
開
示
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
任
意
代
理
人
」
と
い
う
。
）
の

別 

 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
及
び
連

絡
先 

 

三 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
本
人
の
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
又
は
任
意
代
理

人
委
任
者
の
別 

 

（
開
示
請
求
書
の
送
付
に
よ
る
開
示
請
求
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
の
特
例
） 

第
七
条 

労
働
委
員
会
は
、
開
示
請
求
を
す
る
者
（
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
が
開

示
請
求
書
を
労
働
委
員
会
に
送
付
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情

報
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
住
民
票
の
写
し
の
提
出
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
開
示
決
定
の
際
に
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
八
条 

労
働
委
員
会
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
項

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
べ
き
旨
そ
の
他
当
該
開
示

の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
開
示
の
実
施
の
方
法
） 

第
九
条 

文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、

か
つ
、
労
働
委
員
会
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図

画
の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

 

一 

文
書
又
は
図
画
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
号
に
規
定
す
る
も
の
）
の
閲
覧 



 

二 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単

色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
文

書
若
し
く
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
一
番
若
し
く
は
Ａ
列
二
番
の
用
紙

に
単
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付
又
は
当
該
文
書
若
し
く
は
図
画
を
撮
影
し
た
写
真
フ
ィ

ル
ム
を
印
画
紙
に
印
画
し
た
も
の
の
交
付 

 

三 

文
書
又
は
図
画
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
多
色
刷
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

四 

文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。 

 

一 

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
若
し
く
は
視
聴
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施
が
困
難
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
労
働
委
員
会
が

適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

 

（
開
示
の
実
施
に
お
け
る
本
人
確
認
手
続
等
） 

第
十
条 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
労
働
委
員
会
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
の
も
の
に
限

る
。
）
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
を
受
け
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

労
働
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類 

２ 

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
り
開
示
の
実
施
を
求
め
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面
そ
の
他
の
労
働
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
請
求
を
し
た
代
理
人
が
開
示
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
代
理
人
は
、
戸
籍
謄
本
、
委
任
状
そ
の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
労

働
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
労
働
委
員
会
に
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
訂
正
請
求
等
に
関
す
る
代
理
人
の
記
載
事
項
及
び
本
人
確
認
手
続
の
特
例
の
準
用
） 

第
十
一
条 

第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
七
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
訂
正
請
求
に

つ
い
て
は
「
第
九
十
条
第
二
項
」
と
、
利
用
停
止
請
求
に
つ
い
て
は
「
第
九
十
八
条
第
二
項
」



と
、
第
七
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
委
任
） 

第
十
二
条 

労
働
委
員
会
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
長
に
対
し
、
法
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
長

等
と
し
て
の
事
務
の
う
ち
、
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
委
員
会
が
保
有
し

て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
を
作
成
し
、
公
表
す
る
事
務

（
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
含
む
。
）
を
委
任
す
る
。 

 

（
開
示
請
求
等
に
係
る
書
面
の
提
出
先
） 

第
十
三
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
の
提
出
は
、
埼
玉
県
総
務
部
文
書
課
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
様
式
） 

第
十
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
等
の
様
式
は
、
知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に

関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
に
定
め
る
例
に
よ
る
。 

 

一 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
書
面 

 

二 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

三 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
を
決
定
し
た
場
合
の

書
面 

 

四 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

五 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

六 

法
第
八
十
四
条
の
書
面 

 

七 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

八 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 

九 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
書
面 

 

十 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
一 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
意
見
書 

 

十
二 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面 

 

十
三 

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
書
面 

 

十
四 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
五 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面 

 

十
六 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
七 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面 

 

十
八 

法
第
九
十
五
条
の
書
面 



 

十
九 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
係
る
書
面 

 

二
十 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
後
段
の
書
面 

 
二
十
一 

法
第
九
十
七
条
の
書
面 

 

二
十
二 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
三 
法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面 

 

二
十
四 

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
五 

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面 

 

二
十
六 

法
第
百
三
条
の
書
面 

 

二
十
七 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る

書
面 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 

２ 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉

県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

岡 

本 

信 

明 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ

と
連
接
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
は
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合

及
び
埼
玉
県
が
疾
病
検
査
を
行
う
場
合
を
除
き
、
コ
イ
の
生
き
た
ま
ま
の
持
ち
出
し
及
び
コ
イ

の
持
込
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 

指
示
期
間 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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